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  女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 

 

男女ともに全教職員が活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策

定する。 

 

1. 計画期間   2022 年 4 月 1 日～2025 年 3 月 31 日 

 

2. 当法人の課題 

・当法人は産休、育休の取得率は 100％であるが、一方で有給休暇の取得率が高くないこと

が課題である。女性教職員のワークライフバランスの底上げのため、休暇の取りやすい環境

作りに向けた業務の効率化や休暇取得の為の意識改善の必要がある。 

 

3. 目標と取り組み内容・実施期間 

目標 

全教職員は年間 7 日以上有給休暇を取得する。 

＜実施期間・取り組み内容＞ 

● 2022 年 4 月～ 有給休暇の詳細な取得状況等の調査を行い、取得率向上に向けた課題

を洗い出す。 

 

● 2022 年 6 月～ 部門ごとに業務内容の見直し、効率化推進を行う。 

 

● 2022 年 6 月～ 当法人のワークライフバランス向上の為、取引先及び関係者各位に理

解を呼びかける。 
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